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令和元年（2019年）１０月３０日 

 

山口県知事 村岡 嗣政 様 

 

山口しごとセンター指定管理者選定委員会 

委員長 鍋山 祥子 

 

山口しごとセンター指定管理者の選定に係る報告書 

 

 山口しごとセンターの指定管理者について、当委員会における審査の結果、次のと

おり優先交渉権者の候補者及び第２順位の候補者を選定したので、山口しごとセンタ

ー指定管理者選定委員会設置要綱第２条第３号の規定に基づき報告します。 

 

１ 選定委員会の開催状況 

◇第１回 

（１）日 時 

令和元年９月９日（月） 10:00～10:40 

（２）場 所 

山口県庁 商工労働部１号会議室 

（３）内 容 

①委員長選出 

②募集要項等の協議・策定 
 

◇第２回 

（１）日 時 

令和元年１０月２９日（火） 13:00～17:00 

（２）場 所 

山口県庁 共用第４会議室 

（３）内 容 

①応募者の資格要件の確認 

②応募者ヒアリング及び審査・採点 

③報告書の作成 

 

２ 選定の進め方 

（１）選定の手順 

審査基準や配点を予め決定のうえ、応募者から提出された「事業計画書」及び

「応募者に関する書類」について、資格要件の確認及び応募者からの事業計画書

のヒアリングによる内容審査・採点を行い、優先交渉権者及び第２順位の者を選

定した。  
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（２）選定フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）審査方法 

「山口しごとセンター指定管理者募集要項」において定められた「審査項目及

び配点」により、提出された事業計画書及び応募者からのヒアリングを基に、各

委員の評価（採点）、評価結果の集計の後、次の手順による総合的な審査を行っ

た。 
 

①最低基準の判定 

応募者の提案内容が、指定管理者に求められる最低基準を備えているかを、

各委員の評価により判定した。 
 

②優劣の判定 

上記水準を備えた応募者間の優劣を、各委員の評価（採点）の合計点により

判定した。 
 

※審査項目の配点及び各応募者の評価については、別紙のとおり。 

 

３ 審査の状況 

２団体から応募があり、応募者の資格や事業計画書について厳正に審査を行った。 

（１）応募者の適合性の審査 

応募者の資格（所得税又は法人税、消費税及び県税を滞納していないこと等）

については、官公署の証明書類等により、いずれの応募者も適合していることを

確認した。 

また、事業計画書についても、作成要領に掲げる、必要な書類が添付されてい

ることを確認した。 

  

第１回選定委員会

（９月９日）

県

第２回選定委員会

（10月29日）

募集要項等に係る審議

応募者資格要件等に係る審議

指定管理者の公募

（9月13日～10月15日）

公募説明会・現地見学会

（9月26日）

応募者のヒアリング及び審査・採点

優先交渉権者候補者及び第２順位候補者の選定

委員会報告書の作成
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（２）事業計画書の審査 

２団体から提出された事業計画書及びヒアリングを基に、予め決定した審査方

法（審査基準及び配点）に基づき審査・採点を行った。 

 

４ 審査結果 

（１）最低基準の判定 

審査の結果、応募のあった２団体とも、委員全員一致で最低基準を備えている

と判定された。 

（２）優劣の判定 

審査の結果、株式会社日本マンパワーを優先交渉権者、学校法人ＹＩＣ学院共

同事業体を第２順位の者として選定した。 

 

５ 審査の講評 

団体名 評価項目及び意見 

株式会社 

日本マンパワー 

現下の雇用情勢における若者や女性、シニア等の利用者層に

応じた的確な現状認識や課題分析に基づいて提案された、セン

ターの中核的業務であるキャリアコンサルティングの充実など

具体的な取組が高く評価された。 

一方、今後の課題として、次の意見があった。 

・ＷＥＢ対面型キャリアコンサルティングシステムの導入な

ど、センター機能強化に向けた新たな取組が実効性のある

ものとなるよう留意されたい。 

・高校在学中のセンター利用登録促進に向けた取組における

保護者へのアプローチが実効性のあるものとなるよう留意

されたい。 

学校法人 

ＹＩＣ学院共同

事業体 

 これまでの職業教育・就職支援の実績を活かすとともに、構

成団体の強みを活かした地域企業・団体との連携などの提案内

容が高く評価された。 

 一方で、次の点が課題という意見があった。 

・課題に対する対応策等が個別の事業計画としては抽象的で

あった。 

・管理運営体制について、配置予定の人材像が抽象的であっ

た。 
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６ 総評 

株式会社日本マンパワーについては、これまでの指定管理者の実績とノウハウに

基づく的確な現状分析に加え、既存の個別事業や管理運営体制の強化など、安定的

な事業展開が期待できるとの意見が多く、多くの審査項目で高い評価を受けた。 

一方、学校法人ＹＩＣ学院共同事業体については、教育機関としての特色を活か

し、専門学校としての機能・スタッフの活用や地域の企業・団体との連携などの取

組が提案されたが、個別の事業内容をより具体化する必要があると思われる。 

当委員会では、総合評価が優っており、就職を希望する若者等に対し、質の高い

サービスを安定的に提供できると考えられること等を総合的に勘案し、優先交渉権

者として株式会社日本マンパワーを選定した。また、学校法人ＹＩＣ学院共同事業

体についても、良好な評価を得て、指定管理者としての基準を十分に満たしている

と判断されたことから、第２順位の者に選定した。 

 

７ 山口しごとセンター指定管理者選定委員会の委員構成 
 

氏  名 役  職  等 摘  要 

鍋山
なべやま

 祥子
しょうこ

 山口大学副学長（ダイバーシティ推進担当） 【有 識 者】 

古谷
ふるたに

 修一
しゅういち

 
山口県立大学高等教育センター 

キャリアサポートセンター長 
【利用者代表】 

西田
に し だ

 隆男
た か お

 山口県経営者協会専務理事 【事業者代表】 

古都
ふ る つ

 昇
のぼる

 山口県労働者福祉協議会専務理事 【労働者代表】 

松本
まつもと

 宏之
ひろゆき

 山口県中小企業診断協会会員 【財務専門家】 
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別 紙 

 

１ 審査項目及び各応募者の評価点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※応募者の得点は、委員５人の合計であり、５,０００点満点 

 

２ 応募者からの提案指定管理料（指定期間５年間の総額、消費税及び地方消費税を

含む。） 
 

団 体 名 提 案 額 

株式会社日本マンパワー ８９１，３３０千円 

学校法人ＹＩＣ学院共同事業体 ８７３，８７８千円 

 ※募集要項で定めた指定管理料の上限額 ８９１，４１３千円 

  

審査項目 審査内容 配　点
株式会社
日本マンパ
ワー

学校法人
ＹＩＣ学院共
同事業体

基本方針 100 500 400

目標設定及び達成方針 150 690 660

計 250 1,190 1,060

既存の個別事業の実施計画 200 960 840
センター機能強化に向けた新たな
取組

100 400 420

計 300 1,360 1,260

運営・維持管理業務の基本方針 20 96 88

利用促進に向けた提案 90 396 378

利用者の利便性向上に向けた提案 90 378 414

計 200 870 880

組織体制 90 420 398

個人情報の取扱い 20 88 96

類似施設の管理業務の実績 20 100 84

経営の安定性 20 100 92

計 150 708 670

５カ年の見積額 50 190 250

適正な見積額並びに経費節減努力 50 190 220

計 100 380 470

1,000 4,508 4,340合　　計

センター運営
の方針

個別事業に関
する提案

施設の運営・
維持管理業務
に関する提案

管理運営体制

見積額



d15900
テキスト ボックス
株式会社日本マンパワー










